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《事故発生時の連絡体制》 

※速やかに、給食センターは市教委に第一報を入れる 

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

     

A 市教育委員会 
①事故発生校の児童生徒の健康状況調

査・把握 
②関係者による対策の協議 
③市教委の対応と学校の状況を県教委、保

健所等の関係機関へ報告する。 
④関係機関への報告 

 

生駒市教育委員会 

教育総務課（対策本部） 

（代表）74-1111 内線621 

FAX  74-6464 

学校医 

学校薬剤師 

 
生駒市学校給食センター 

TEL  73-3141 
FAX  74-6168 

 
奈良県郡山保健所 

衛生課 
TEL 51-0192・0193 
FAX  52-6095    

奈良県くらし創造部 

消費・生活安全課 

TEL  0742-27-8681 

厚
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労
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学
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奈良県教育委員会 

保健体育課 

TEL 0742-27-9862 

FAX 0742-22-3995 

納 入 業 者 

B①連絡 

報告 

A①状況把握 
  対応協議 

連絡 B④報告 

C②連絡・協議・
指示（原因が納入

業者の場合） 

報告（原因が納

入業者の場合） 

C 学校給食センター 
①異物を発見した場合は、種類・数量・形状・混入状況を確認する。 
②納入食材が原因の場合は、納入業者に連絡し、交換等の協議を行う。 
③学校から異物混入報告があった際は、混入状況を確認する。 
④混入の状況により、生駒市教育委員会及び関係機関に状況報告する。 

C③状況確認 

B 各学校 
①配膳中や配膳後に異物を発見した際は、異物の種類や

混入状況を調べて給食センターへ報告する。 
②混入状況により、学校医に事故発生を報告する。 
③学校医の要医療の判断により、処置する。 
④児童生徒へ状況説明し、健康状況を調査・把握する。 
⑤市教委から保護者宛て文書が届いた場合は、児童生徒

に配布する。 

C④報告 

生駒警察     TEL  74-0110 
生駒市医師会 TEL  75-3535 

 

指示 

報告 

指導 

指示・処置 

事

故

発

生

校 

B③説明・調査・確認 

保護者 

児童・生徒 

B④報告 

B②連絡・相談 

各 
 

校 

A④報告 

A③報告 

助言・指導 
A③報告 

A②協議 

C④報告 

助言・指導 

指導 

報告 

連絡 

連絡 

報告 

C④報告 

助言・指導 

報告 指導 

保護者 

児童・生徒 


